
9 －平成20年２月21日発行－

☆
ま
だ
届
出
の
お
済
み
で
な
い
受
給

者
の
方
は
手
当
が
差
止
め
に
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
必
ず
児
童
福
祉
課
窓

口
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
届
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

■
長
期
受
給
資
格
者
の
手
当
減
額
に

　

つ
い
て

　

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
に
該

当
し
て
か
ら
７
年
経
過
、
も
し
く

は
受
給
開
始
後
５
年
経
過
し
た
場

合
、
受
給
者
や
そ
の
子
ど
も
な
ど
の

障
害
、
疾
病
な
ど
、
就
業
が
極
め
て

困
難
な
事
情
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、自
立
に
向
け
た
活
動
（
就
労
等
）

が
み
ら
れ
な
い
受
給
者
は
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
額
の
２
分
の
１
が
支
給

停
止
と
な
り
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
別
途
通
知
を
行
い
ま

す
の
で
、
必
要
書
類
を
期
限
内
に

必
ず
提
出
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。特

別
児
童
扶
養
手
当
と
は

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
障
害（
重
度
・

中
度
）
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を

家
庭
に
お
い
て
監
護
（
保
護
者
と
し

て
生
活
の
面
倒
を
見
る
こ
と
）
し
て

い
る
父
も
し
く
は
母
、
ま
た
は
父
母

に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
手

当
で
す
。
こ
の
手
当
は
申
請
を
し
な

け
れ
ば
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

■
手
当
の
対
象
と
な
る
障
害
の
程
度

　

は
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
で
す

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
1
級

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お

　

む
ね
1
・
2
級
（
内
部
的
疾
患
含

　

む
）
程
度
に
該
当
す
る
者

・
療
育
手
帳
の
判
定
が
Ａ
・
Ａ
程
度

　

の
知
的
障
害
で
あ
る
場
合
、
ま
た

　

は
同
程
度
の
精
神
障
害
で
あ
る
場

　

合
●
特
別
児
童
扶
養
手
当
2
級

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お

　

む
ね
3
級
（
内
部
的
疾
患
含
む
）

　

程
度
に
該
当
す
る
者

・
療
育
手
帳
の
判
定
が
Ｂ
程
度
の
知

　

的
障
害
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
同

　

程
度
の
精
神
障
害
が
あ
る
場
合

■
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
額
（
平
成

　

19
年
4
月
〜
）

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
認
定
請

求
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

分
か
ら
支
給
さ
れ
、
障
害
の
程
度
に

よ
っ
て
次
の
よ
う
に
決
ま
り
ま
す
。

●
対
象
児
童
１
人
に
つ
き

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級
（
重
度

　

障
害
）　

　
　
　

⬇
月
額
5
万
７
５
０
円

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
２
級
（
中
度

　

障
害
）

　
　
　

⬇
月
額
3
万
3
千
８
０
０
円

■
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
払
日

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
認
定
請

求
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か

ら
支
給
さ
れ
、
年
3
回
、
4
月
・
8

月
・
11
月
に
支
払
わ
れ
ま
す
。
支
払

日
が
土
・
日
・
祝
日
な
ど
に
当
た
る

と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
前
日
に
な

り
ま
す
。

●
支
払
日

・
4
月
11
日
…
12
月
分
か
ら
3
月
分

・
8
月
11
日
…
4
月
分
か
ら
7
月
分

・
11
月
11
日
…
8
月
分
か
ら
11
月
分

※
こ
れ
ま
で
は
手
当
の
受
給
は
郵
便

　

口
座
の
み
で
し
た
が
、
郵
政
民
営

　

化
に
伴
い
、
銀
行
口
座
で
も
手
当

　

が
受
け
取
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

　

た
。

■
所
得
制
限
に
つ
い
て

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
に
は
所
得
制

限
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
請
求
者
本

人
や
配
偶
者
、
同
居
し
て
い
る
親
族

の
方
の
前
年
所
得
金
額
が
表
２
の
所

得
制
限
限
度
額
以
上
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
年
の
８
月
か
ら
翌
年
の
７

月
ま
で
の
手
当
が
支
給
停
止
と
な
り

ま
す
。

■
所
得
状
況
届
に
つ
い
て

　

年
一
回
（
毎
年
８
月
11
日
か
ら
９

月
10
日
ま
で
の
間
）、
受
給
者
全
員

の
所
得
状
況
を
確
認
し
、
所
得
制
限

に
該
当
す
る
か
否
か
を
認
定
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。
継
続
す
る
た
め
に

必
ず
全
受
給
資
格
者
に
提
出
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

（
支
給
停
止
者
、
所
得
が
限
度
額
を

超
過
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
届
出
は

必
要
で
す
。）

■
申
請
手
続
き
の
仕
方

　

請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本

や
世
帯
全
員
の
住
民
票
、
児
童
福
祉

課
窓
口
に
あ
る
所
定
の
診
断
書
、
口

座
申
出
書
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま

表２　 所得制限限度額表

扶養人数
＜請求者本人＞
所得制限額

＜扶養義務者＞
所得制限額

０人 4,596,000円未満 6,287,000円未満

１人 4,976,000円未満 6,536,000円未満

２人 5,356,000円未満 6,749,000円未満

３人 5,736,000円未満 6,962,000円未満

４人 6,116,000円未満 7,175,000円未満

５人以上 以下　380,000円ずつ加算 以下　213,000円ずつ加算

※所得の計算方法（課税台帳に基づき計算します。）
　所得＝年間収入金額－必要経費（給与所得控除額など）－諸控除（医
　　　　療費控除など）－８万円（社会保険料相当額として一律８万
　　　　円とします。）
所得の年度は以下のとおりです。
　  １月から６月までの請求の方・・・前々年分の所得が適用されます。
　   7月から12月までの請求の方・・・前年分の所得が適用されます。

◆児童扶養手当、特別児童扶養手当に
　関する問い合わせ先
　　伊奈庁舎児童福祉課
　　☎ 58 ‐2111（内線1162）
         

す
。
詳
し
く
は
児
童
福
祉
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


